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12月
定
例
会
平
成
27
年

第

5

回

　

12
月
定
例
会
は
、
12
月
８
日
か
ら
22
日
ま

で
の
15
日
間
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
ま
し
た
。

　

市
長
提
出
議
案
は
、「
人
権
擁
護
委
員
候

補
者
の
推
薦
」
の
人
事
案
件
、「
三
条
市
保

内
地
区
交
流
拠
点
施
設
条
例
の
制
定
」
な
ど

の
条
例
案
件
、「
三
条
市
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
」
な
ど
の
指
定
管
理
者
の
指
定
案
件
、

井
栗
小
学
校
お
よ
び
月
岡
小
学
校
の
耐
震
補

強
に
係
る
経
費
や
、
民
間
事
業
者
が
行
う
地

域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
開
設

準
備
お
よ
び
農
地
の
集
積
に
対
す
る
補
助
金

な
ど
約
３
億
９
９
０
０
万
円
を
盛
り
込
ん
だ

「
平
成
27
年
度
三
条
市
一
般
会
計
補
正
予
算
」

な
ど
30
件
が
上
程
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
は
、
初
日

に
採
決
の
結
果
同
意
さ
れ
、
そ
の
他
の
議
案

は
各
常
任
委
員
会
で
の
審
査
を
経
て
、
最
終

日
の
採
決
の
結
果
、
全
て
原
案
の
と
お
り
可

決
ま
た
は
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
昨
年
３
月
に
設
置
さ
れ
た
議
員

定
数
等
調
査
特
別
委
員
会
の
委
員
長
報
告
が

あ
り
、
同
特
別
委
員
会
か
ら
は
本
市
の
議
員

定
数
26
人
を
22
人
に
改
め
、
次
の
一
般
選
挙

か
ら
施
行
す
る
三
条
市
議
会
議
員
定
数
条
例

の
一
部
改
正
が
発
案
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、

原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

● ● ● ● ● ● ● ●   議 案 賛 否 一 覧 表   ● ● ● ● ● ● ● ●

↖3ページへ続く

○：議案に対して賛成　×：議案に対して反対

会派名　  　 
（下段は所属議員数）

議　　案

自
由
ク
ラ
ブ

新

し

い

風

自
民
ク
ラ
ブ

日
本
共
産
党
議
員
団

新
政
ク
ラ
ブ

公
明
党
議
員
団

議

決

結

果区分 番号 件　　　　名 概　　　　要 8 5 4 3 3 2

〔市長提出〕

条
　
　
　
　
　
　
　
例

議第１号 三条市保内地区交流拠点施設条例
の制定について

保内地区の地域資源である植木に関連する産業の振興と緑あふれる自然環境の
活用により、地域経済活動の活性化および地域間交流の促進を図るため、三条市
保内地区交流拠点施設を設置することから、本条例を制定するもの
施行期日：規則で定める日

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第２号 三条市税条例の一部改正について
地方税法の一部改正および行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律の制定等に伴い、必要な改正を行うもの
施行期日：平成28年１月１日等

○ ○ ○ × ○ ○ 原案
可決

議第３号 三条市子育て拠点施設条例の一部
改正について

子育て環境の充実を図るため、新たな子育て拠点施設を整備することから、必要
な改正を行うもの　施行期日：規則で定める日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第４号 三条市個人番号の利用に関する条
例の一部改正について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第９
条第２項の規定に基づき条例で定める事務に関し、他の機関との情報連携が可
能となることを踏まえ、独自利用事務を追加するため、必要な改正を行うもの
施行期日：平成28年１月１日等

○ ○ ○ × ○ ○ 原案
可決

議第５号 三条市ものづくり拠点施設条例の一
部改正について

ものづくり拠点施設の利用者のニーズに応じ、貸事務所を増設することから、必
要な改正を行うもの　施行期日：平成28年１月１日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第６号 三条市立学校設置条例の一部改正
について

三条市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針に基づき、児童の資
質や能力を伸ばしていくことのできる環境整備を図るとともに、児童の安全を確保
するため、三条小学校を裏館小学校に統合することから、必要な改正を行うもの
施行期日：平成29年４月１日

○ ○ ※１ × × ○ 原案
可決

そ
　
　
　
　
の
　
　
　
　
他

議第７号 三条市総合福祉センターの指定管
理者の指定について

三条市総合福祉センターの指定管理者として、社会福祉法人三条市社会福祉協
議会を指定するもの
指定の期間：平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第８号 中央いきいきセンターの指定管理者
の指定について

中央いきいきセンターの指定管理者として、社会福祉法人県央福祉会を指定するもの
指定の期間：平成28年４月１日から平成33年３月31日まで ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第９号 田島いきいきセンターの指定管理者
の指定について

田島いきいきセンターの指定管理者として、田島二丁目区自治会を指定するもの
指定の期間：平成28年４月１日から平成33年３月31日まで ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第10号 三条市老人福祉センター栄寿荘の
指定管理者の指定について

三条市老人福祉センター栄寿荘の指定管理者として、社会福祉法人さかえ福祉
会を指定するもの
指定の期間：平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第11号 三条市職業訓練施設の指定管理者
の指定について

三条市職業訓練施設の指定管理者として、職業訓練法人三条職業訓練協会を指
定するもの
指定の期間：平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第12号 八木ヶ鼻温泉保養交流施設の指定
管理者の指定について

八木ヶ鼻温泉保養交流施設の指定管理者として、株式会社下田郷開発を指定す
るもの
指定の期間：平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第13号 八木ヶ鼻オートキャンプ場の指定管
理者の指定について

八木ヶ鼻オートキャンプ場の指定管理者として、八木ヶ鼻オートキャンプ場管理
組合を指定するもの
指定の期間：平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第14号 塩野渕多目的集会施設の指定管理
者の指定について

塩野渕多目的集会施設の指定管理者として、塩野渕多目的集会施設管理組合を
指定するもの
指定の期間：平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第15号 三条市農業体験学習施設の指定管
理者の指定について

三条市農業体験学習施設の指定管理者として、よってげ邸管理組合を指定するもの
指定の期間：平成28年４月１日から平成33年３月31日まで ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第16号 労働安全衛生推進施設の指定管理
者の指定について

労働安全衛生推進施設の指定管理者として、労働安全衛生推進施設利用組合を
指定するもの
指定の期間：平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

会派名　  　 
（下段は所属議員数）
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自
由
ク
ラ
ブ

新

し

い

風

自
民
ク
ラ
ブ

日
本
共
産
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員
団

新
政
ク
ラ
ブ

公
明
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議

決

結

果区分 番号 件　　　　名 概　　　　要 8 5 4 3 3 2

そ
　
　
　
　
の
　
　
　
　
他

議第17号 とたにコミュニティセンターの指定
管理者の指定について

とたにコミュニティセンターの指定管理者として、とたにコミュニティセンター管
理組合を指定するもの
指定の期間：平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第18号 曲谷多目的研修交流施設の指定管
理者の指定について

曲谷多目的研修交流施設の指定管理者として、曲谷多目的研修交流施設管理組
合を指定するもの
指定の期間:平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第19号 名下多目的集会施設の指定管理者
の指定について

名下多目的集会施設の指定管理者として、名下自治区を指定するもの
指定の期間：平成28年４月１日から平成33年３月31日まで ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第20号 中浦ヒメサユリ森林公園の指定管理
者の指定について

中浦ヒメサユリ森林公園の指定管理者として、中浦ヒメサユリ森林公園管理組合
を指定するもの
指定の期間：平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第21号 三条市諸橋博士漢学の里の指定管
理者の指定について

三条市諸橋博士漢学の里の指定管理者として、株式会社図書館流通センターを
指定するもの
指定の期間：平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第22号
三条市グリーンスポーツセンター及
び大崎山公園テニスコートの指定管
理者の指定について

三条市グリーンスポーツセンターおよび大崎山公園テニスコートの指定管理者
として、さんじょう自然学校を指定するもの
指定の期間：平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第23号 新潟県市町村総合事務組合規約の
変更について

非常勤職員に対する公務災害の補償等に関する事務の共同処理について新たに
新発田市を加えること、および地方公務員法等の一部改正に伴い引用条項などの
改正を行う必要があることから、新潟県市町村総合事務組合規約を変更するもの
施行期日：平成28年４月１日

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第24号 市道路線の認定及び廃止について 認定路線　２路線　　　実延長　105.1m
廃止路線　１路線　　　実延長　  53.5m ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

予
　
　
　
　
算

議第25号 平成２７年度三条市一般会計補正予
算

小学校の耐震補強、地域密着型特別養護老人ホーム等の開設準備および農地の
集積に対する補助金のほか、人事異動や退職等に伴う職員人件費の調整などに
係る経費の増額
補正額 3億9,919万9,000円
補正後の額 465億8,276万1,000円

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第26号 平成２７年度三条市国民健康保険事
業特別会計補正予算

保険基盤安定事業に係る一般会計からの繰入額が確定したことに伴う財源更正
補正額　 0円
補正後の額 113億6,569万8,000円

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第27号 平成２７年度三条市介護保険事業特
別会計補正予算

介護保険制度改正のうち特定入所者介護サービス費等の支給要件の見直しに
対応するため、介護保険システムの更新に要する経費の増額
補正額　　　 73万9,000円
補正後の額　 94億6,989万7,000円

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第28号 平成２７年度三条市公共下水道事業
特別会計補正予算

新潟県の災害復旧助成事業による五十嵐川の拡幅工事に伴い、下水道管路が撤
去されることから、管路整備に活用した社会資本整備総合交付金等を返還する
ほか、人事異動等に伴う職員人件費の調整に係る経費の増額
補正額　 971万7,000円
補正後の額　 32億821万7,000円

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

専
決
処
分
報第１号

専決処分報告について
（三条市議会の議員その他非常勤の
職員の公務災害補償等に関する条
例の一部改正について）

被用者年金制度の一元化により共済年金が厚生年金に統一されることに伴い、
同一の事由により他の法令による年金が支給される場合に給付の調整を行うた
め、必要な改正を行ったもの
専決処分日：平成27年９月30日
施 行 期 日：平成27年10月１日

○ ○ ○ ○ ○ ○ 承認

人
事諮第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 人権擁護委員皆木英男さんは、平成28年３月31日をもって任期満了するため、そ

の後任委員候補者として、伴田德昭さんを推薦するもの　　任期：３年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

〔議員発案〕
議員発案
第 1 号

三条市議会議員定数条例の一部改
正について

本市議会議員の定数を26人から22人にすることから、必要な改正を行うもの
施行期日：次の一般選挙から ○ ○ ○ × ○ ○ 原案

可決

〔請　　願〕
請 願
第 1 3 号

三条小学校｢吸収統合｣に関する請
願

１　改正条例案の撤回を求めること
２　保護者や関係者との話し合いに応じること
３　市長および教育委員会に対し説明を要請すること

× × ※2 ○ ○ × 不採択
※３

※１　横山一雄議員、佐藤宗司議員、山田富義議員は賛成、西川重則議員は反対
※２　西川重則議員は賛成、横山一雄議員、佐藤宗司議員、山田富義議員は反対
※３　議決結果は請願事項２および３について（請願事項１は、議第６号の議決結果によりみなし不採択）

全
議
案
原
案
の
と
お
り
決
定

● ● ● ●   会 派 所 属 議 員   ● ● ● ●
自 由 ク ラ ブ ○久住　久俊　　佐藤　和雄　　下村　喜作　　阿部銀次郎　　熊倉　　均

　武石　栄二　　森山　　昭　　野嵜　久雄
新 し い 風 ○名古屋　豊　　杉井　　旬　　岡田　竜一　　酒井　　健　　河原井拓也
自 民 ク ラ ブ ○西川　重則　　横山　一雄　　佐藤　宗司　　山田　富義
日本共産党議員団 ○小林　　誠　　武藤　元美　　坂井　良永
新 政 ク ラ ブ ○髙坂登志郎　　長橋　一弘　　伊藤　得三
公 明 党 議 員 団 ○野崎　正志　　笹川　信子

※○：会派の代表者
23 さんじょう市議会だより  2016年2月1日号さんじょう市議会だより  2016年2月1日号
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